
 

「日本放送協会の番組関連情報配信業務の競争評価に関する検証会議｣ 

開催要綱 

 

１ 目的 

 本会議は、日本放送協会が実施する番組関連情報配信業務等のインターネット配

信業務について、メディアの多元性の確保を含む公正な競争の確保に支障が生じな

いか等を検証し、日本放送協会の番組関連情報配信業務の実施に関する規程（以下

「業務規程」という。）の内容が放送法（昭和25年法律第132号。以下「法」とい

う。）の規定に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を

取りまとめることを目的として開催する。 

 

２ 名称 

  本会議は「日本放送協会の番組関連情報配信業務の競争評価に関する検証会議」と

称する。 

 

３ 検討事項 

（１）日本放送協会が実施する番組関連情報配信業務等のインターネット配信業務に

よる他メディアへの競争に係る影響 

（２）日本放送協会が策定した業務規程の内容が放送法の一部を改正する法律（令和

６年法律第36号）による改正後の法第20条の４第２項第３号に適合しているかの

確認 

（３）その他 

 

４ 構成及び運営  

（１）本会議の構成員は、別紙のとおりとする。 

（２）本会議の構成員は、やむを得ない事情により出席できない場合において、代理

の者を指名し、出席させることができる。 

（３）本会議には、議長を置く。 

（４）議長は、本会議を招集し、運営する。 

（５）議長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 

（６）その他、本会議の運営に必要な事項は、議長が定めるところによる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第

三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合等、構成員間に

おいて協議し、必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本会議で使用した資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより

当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合

等、構成員間において協議し、必要と認める場合については、非公開とする。 
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（３）本会議については、議事要旨を作成し、総務省のホームページに掲載し、公開

する。 

 

６ その他 

本会議の庶務は、情報流通行政局放送政策課が行うものとする。  
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